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道路管理者

○操作の流れ（概要）
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●オンライン特車システムの操作の流れ
「ETC2.0装着車への特殊車両通行許可簡素化制度」のことを以下、「ETC2.0簡素化制度」といいます。

申請者

①ETC2.0簡素化制度
利用登録

②申請データ作成

③提出

⑤許可証の受領

⑦通行条件マップ出力

受付システム

PRサイト

④申請データ送信
申請

許可証

⑥大型車誘導区間算定
結果帳票出力

申請支援システム

新たに追加となった項目

ETC2.0簡素化制度を利用する

場合、最初に「車両番号」と、
ETC2.0車載器のセットアップ手

順書に示されている「車載器管
理番号」および「ASL-ID」を入力
します。

ETC2.0簡素化制度申請

通常申請



① ＥＴＣ2.0簡素化制度利用登録

ETC2.0簡素化

制度利用申請の
対象車両を登録
する場合に使用
します。

申請者がETC2.0簡

素化制度を初めて利
用する際は、最初に
「利用規約」が表示さ
れますので、ご確認く
ださい。

「同意する」をクリックすると、
利用登録画面へ遷移します。

「車両番号」と、ETC2.0車載

器のセットアップ手順書に示さ
れている「車載器管理番号」
および「ASL-ID」を入力します。

入力した「車両番号」、「車載器管理番
号」、「ASL-ID」が表示されます。

●ETC2.0簡素化制度利用登録機能の操作の流れ
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①

②

③

④

車両追加をクリックすると、
車両追加画面が表示されま
す。

ETC2.0車載器を変更する場合、
車載器変更を押してください。



② 申請データ作成

●申請データ作成時の重要事項

3ETC2.0簡素化制度適用対象車両の範囲（実施要綱 3ページ）

○ETC2.0簡素化制度の適用を受けるには、『ETC2.0装着車への特殊車両通行許可簡素化制度』
実施要綱（以下、実施要綱という）に記載されている条件を満たす必要があります。

○申請経路のうち、1経路でも大型車誘導区間が含まれない経路がある場合、ETC2.0簡素化制度の
適用は受けられません。

○適用条件を満たさない場合は、ETC2.0簡素化制度が適用されない通常の申請となります。
○新規格車でETC2.0簡素化制度の適用を受ける場合には、資料「新規格車でETC2.0簡素化制度

申請を行う方へ」に従って操作してください。（15ページ参照）



② 申請データ作成

●申請データ作成時の留意点①
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提出先窓口は「関東地方整
備局本局」を選択してくださ
い。
当面の間、ETC2.0簡素化制

度の審査は関東地方整備局
本局で行います。

申請担当者名のメールアドレス
は必ず入力してください。
（ETC2.0簡素化制度申請の更

新時、および道路情報便覧の
更新時についてはメールで通
知されます）

＊＊＠□□.〇〇.co.jp

メールアドレス未入力の場合、
確認メッセージが出力されま
す。



② 申請データ作成

●申請データ作成時の留意点②
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ETC2.0簡素化制度を利

用する場合、簡素化制度
の利用を確認する画面が
表示されます。
「はい」を押してください。

通常申請と同様に車両情
報等のデータを入力し、最
後に「申請書作成予約登
録」をクリックします。

当面の間、ETC2.0簡素化

制度は提出先窓口を「関
東地方整備局本局」としな
かった場合、「関東地方整
備局本局」に変更となりま
す。



③ 提出、④ 受付

●申請書作成状況一覧画面における留意点

ETC2.0簡素化制度利用申請の場合、
赤文字でメッセージが表示されます。
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● 申請データの提出以降の操作は、通常申請と変更ありません。

・新たに『大型車誘導区間算定結果』のダウンロードボタンが追加
されます。

・ダウンロードボタンは、算定処理が完了するとクリック出来る状態
となります。

・出力内容は10ページを参照してください。
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●通行の条件
ETC2.0簡素化制度申請の申請経路に対する車両通行条件は下記に記されます。

⑤ 許可証の受領

許可証（lzhファイル）

大型車誘導区間算定結果
帳票（10ページ）

通行条件マップ（11～14
ページ）

・・・申請経路に関する条件
変更点を8ページ、9ページに記します。

・・・大型車誘導区間に関する条件
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●「条件書」の変更点

＜条件書（表面）＞

⑤ 許可証の受領

大型車誘導区間内の包括的な通
行を認める際の条件が記載され
ます

道路情報便覧更新時の注意事項
が記載されます

＜条件書（裏面）＞
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●通行経路表の変更点

最終ページに大型車誘導区間に
進入する際の注意事項が出力さ
れます

＜通行経路表＞

⑤ 許可証の受領



⑥ 大型車誘導区間算定結果帳票出力
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●申請支援システムの申請書作成状況一覧画面（6ページ）で、許可された申請に対する
大型車誘導区間算定結果帳票が出力できます。

「片道」、「往復」、「実車空車
同一申請」に関わらず、大型
車誘導区間は「実車時」、「空
車時」の両方で算定されます。

＜大型車誘導区間算定結果帳票＞

算定結果が通常審査で個別審
査の場合、申請経路以外は個
別審査を実施しないことから条
件欄に「－」が表示されます。

条件欄が「－」の場合、「包括
許可対象外（通行不可）」となり
ます。



⑦ 通行条件マップ出力
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●許可証の条件書（表面）に記載されているURLをクリックすると、ETC2.0簡素化制度に
おける大型車誘導区間内の通行条件マップが出力できます。
ただし、当面の間は次ページに示すモデル車両による通行条件マップとなります。

参照先（URL）をクリックします。

＜条件書＞ ＜PRサイト＞
PRサイトの「大型車誘導区間

通行条件マップ」のダウンロー
ド画面へ遷移します。

東京都エリア全体図と、各
エリアのマップがPDFでダ
ウンロードできます。

ダウンロードしたい項目を
選択します。
（例：東京都）



⑦ 通行条件マップ出力
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●モデル車両の車両諸元
この諸元を超える車両は通行条件マップに表示される通行条件より厳しい通行条件となる
ケースが考えられますので、詳細は大型車誘導区間算定結果帳票をご確認ください。

分類

品名

車両の種類

軸種

乗員（2人）
第一トレーラ

自重
第ニトレーラ

自重
小計 前部 後部 小計

0.11ｔ 4.65ｔ 11.73ｔ 30.48ｔ 30.48ｔ 42.21ｔ

　

　

高さ（H） 長さ（Ｌ） 最大軸重 最遠軸距
最小隣接軸

距
リアオーバ－

バング
最大軸重軸
最外輪中心

410㎝ 1650㎝ 11.05ｔ 1205㎝ 136㎝ 285㎝ 200㎝

ｌ2 ｌ3 ｌ4 ｌ5 ｌ6 ｌ7 ｌ8

254㎝ 951㎝ 278㎝ 136㎝ 136㎝ 815㎝

110 111 112 113 114 115 -

-

Ａ軸
軸数2輪

Ｂ軸
軸数2輪

Ｃ軸
軸数2輪

Ｄ軸
軸数2輪

Ｅ軸
軸数2輪

Ｆ軸
軸数　輪

Ｇ軸
軸数　輪

Ｇ軸
軸数　輪

合計

自重+乗員 5.03ｔ 2.74ｔ 1.32ｔ 1.32ｔ 1.32ｔ 11.73ｔ
積載物

計
2.10ｔ
7.13ｔ

8.31ｔ
11.05ｔ

6.69ｔ
8.01ｔ

6.69ｔ
8.01ｔ

6.69ｔ
8.01ｔ

30.48ｔ
42.21ｔ

3.57ｔ 5.53ｔ 4.01ｔ 4.01ｔ 4.01ｔ -

1 1 1 1 1 -

積載貨物品名
コンテナ

海上コンテナ（ボックス・その他）

車種区分
海上コンテナ（9’6）

軸数：5軸、トラクタ前1軸、トレーラ後3軸（トリプル軸有）

318㎝

総重量説明表

自重 積載物重量
合計

トラクタ自重

6.97ｔ

車両諸元表

軸（Ｂ）

250㎝

各輪の軸間距離および荷重点等の距離

ｌ１

19

荷
重
分
布
表

軸
重

輪荷重

最外輪中心間
距離（Ｇ）コード
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●通行条件マップ（東京都の例）

⑦ 通行条件マップ出力

エリアAR33を拡大したも
のを次ページに示します。
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●通行条件マップ（東京都の例）

⑦ 通行条件マップ出力



○新規格車もETC2.0簡素化制度の対象となりますが、新規格車は空車時には車両総重量20t以下と
なり、特殊車両に該当しなくなるため、重さ指定道路以外でも本来は申請不要となり、オンライン申請
システムでの算定が行えません。
新規格車でETC2.0簡素化制度を利用した申請を行う場合は、「特殊車両通行許可申請におけるオン
ライン申請の紹介PRサイト）」のダウンロードページに掲載している、説明資料「新規格車でETC2.0
簡素化制度申請を行う方へ」に記載されている方法で車両諸元を入力していただく必要があります。

新規格車の申請方法
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ETC2.0簡素化制度申請の手数料

○通常申請の申請経路で手数料がかかる場合（経路が2以上の道路管理者にまたがる場合）は、
ETC2.0簡素化制度申請でも同様の手数料がかかります。

○通常申請の申請経路で手数料がかからない場合（経路が2以上の道路管理者にまたがらない場合）
でも、大型車誘導区間内は2以上の道路管理者にまたがるため、ETC2.0簡素化制度申請では手数料
がかかります。

⇒経路が直轄国道のみの場合でも
160円／台・経路（大型車誘導区間で完結している経路）

もしくは 200円／台・経路（大型車誘導区間を含むが、大型車誘導区間で完結しない経路）
の手数料がかかります。

現行制度 ETC2.0簡素化制度

道路管理者が２以上 160円／台・経路 160円／台・経路

１道路管理者のみ 0円 160円／台・経路

道路管理者が２以上 200円／台・経路 200円／台・経路

１道路管理者のみ 0円 　　200円／台・経路

道路管理者が２以上 200円／台・経路 制度適用外

１道路管理者のみ 0円 制度適用外
大型車誘導区間を含まない経路

大型車誘導区間を含むが、大型車誘導区間で完結
しない経路

大型車誘導区間で完結する経路

対象ケース



　

記入作成者 通達等における様式番号 書類名
携行義務

（通常申請）
携行義務
（ETC2.0）

電子署名対象 入手方法

省令別記様式第1 特殊車両通行許可申請書

要領別記様式1 車両内訳書 ○ ○ ○
受付システムよりダウンロード
（許可証と同一ファイル）

課長通達別記様式第1 車両の諸元に関する説明書
課長通達別記様式第1の2

課長通達別記様式第2 経路表
受付システムよりダウンロード
（許可証と同一ファイル）

経路図
（協議を必要とする場合は
協議を要する路線のみ作成）

○ ○
申請支援システム（デジタル道路
地図）よりダウンロード

自動車検車証の写し
（型式毎に１枚）
軌跡図
（超寸法車両のみ作成）
フレキシブルディスク

省令別記様式第2 特殊車両通行許可証 ○ ○ ○
受付システムより
ダウンロード

要領別記様式6 条件書 ○ ○ ○
受付システムよりダウンロード
（許可証と同一ファイル）

大型車誘導区間算定帳票 ○
申請支援システムより
ダウンロード

　

大型車誘導区間経路図
（通行条件マップ）

○ PRサイトよりダウンロード

要領別記様式5 協議書
要領別記様式4 協議回答書

申請書及び付属書類の写し

最新車両制限令　実務の手引（第4次改訂版） P314　特殊車両通行許可申請書等関係書類　を一部改変

申請者

道路管理者
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○ETC2.0簡素化制度 車両通行時の許可証等の携行については、通行経路に係るもののみ備え付
ければ足りるものとします（実施要綱5ページ）

大型車誘導区間に関するものです。

通行経路に係るもののみ備え付けれ
ばよいです。

申請経路に関するものです。

ETC2.0簡素化制度許可で通行する際の携行書類


